
令和２年３月議会のご報告

寒川町議会では令和２年３月議会が２月２５日から３月２５日までの日程で開催されまし
た。本会議においては寒川町国民健康保険条例の一部改正、副町長の選任についてや、令和
２年度(２０２０年度)一般会計予算案や４つの特別会計予算案、さらに「新型コロナウイル
スによる経済の停滞に対処するための緊急経済対策を求める意見書の提出について」など、
併せて１６議案と１意見書案が審査され、全てが原案通りの採択となりました。

新型コロナウイルス感染症に対する議会・町での動きについて

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、寒川町議会では感染防止、感染拡大防止のため、
日程の変更や傍聴の自粛要請などの対応を行いました。これに伴い、当初予定されていた一
般質問も延期となり、現在のところ、４月中に日程を調整し、実施時期を検討することにな
っています。一般質問が行われる際には、私、小泉しゅうすけは当初から通告しておりまし
た「防災・減災対策について」と題し、感染症が拡大するような状況下での防災対策などに
ついて質問を行う予定としております。

また町民センターを始め、南部と北部の文化福祉会館、総合図書
館、総合体育館などの施設においても、現在のところ４月３０日ま
での休館が決まっております。さらに町主催のイベントなどについ
ても中止や延期が決まっております。詳しくは町ホームページ内
「コロナウイルス感染症に関するお知らせ」
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/important/ をご覧下さい。

新型コロナウイルス感染症に伴いお困りの方へ

３月２９日現在、新型コロナウイルス感染症に伴いお困りの方が利用できる制度や仕組み
について、まとめましたのでお知らせいたします。

○急な休業・失業などでお困りの方へ○
新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業などにより生活資金でお悩みの方々に向
けた生活福祉資金貸付制度が始まっております。休業された方には１０万円以内からの緊急小口
資金、失業された方には単身世帯で月１５万円以内、複数世帯で月２０万円以内の総合支援資金
の貸付制度となります。利子はいずれも無利子となります。詳しくは寒川町社会福祉協議会
電話:0467-74-7621 http://www.t-samukawa.or.jp/~shakyo/ までお問い合わせ下さい。
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新型コロナウイルスの感染リスクを減らすため、５月に予定していたタウンミーティング
は中止し、次回は８月に開催予定です。なお町に関わる様々なご相談などは、電話やメール
などでご連絡を頂けましたら、しっかりと対応いたします。よろしくお願いいたします。

小泉しゅうすけとあたたかな寒川を作る会 ２０２０年４月発行（通算１４号）【討議資料】
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員･寒川ライオンズクラブ会計･寒川青年会議所シニアクラブ理事としても
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小泉しゅうすけ(秀輔)プロフィール

○資金繰りに不安を感じている事業者の方へ○
新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げの減少などで資金繰りに不安を感じている
事業者の方々に向けた、新型コロナ感染症特別貸付などの制度も始まっております。最長１５年
の貸付で、当初３年間は実質的に無利子となるなど優遇措置があります。詳しくは経済産業省内
「新型コロナウイルス感染症関連」https://www.meti.go.jp/covid-19/ をご覧下さい。

○新型コロナウイルスの感染などでご不安な方へ○
新型コロナウイルスに感染しているのでは？と不安を感じられ

た方には、寒川町においては茅ヶ崎市保健所
電話:0467-55-5395／0467-55-5368 FAX:0467-82-0501
が相談窓口となっておりますので、まずはご相談下さい。土日祝
日を含め９時から２１時までが受付時間となっております。相談
の後、適切な医療機関が紹介され、そちらに診断に向かうという
流れとなります。

また合わせて神奈川県では新型コロナウイルス肺炎専用ダイヤ
ル（045-285-0536）が、また厚生労働省でも電話相談窓口（01
20-565-653）が設置されております。

出典：首相官邸HPより

○新型コロナウイルスの感染防止のために○
新型コロナウイルスへの感染を防ぐためには密閉空間・密集場所・密接場面の３つの密を避ける
と共に、うがい・手洗いのしっかりとした実施、咳エチケットなどが重要です。厚生労働省内「新
型コロナウイルス感染症について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html に様々な
情報がまとまっておりますので、こちらもぜひご覧になって下さい。
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次回のタウンミーティングは８月に開催予定です。


